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物品売買契約書（案）

次の物品の売買について、発注者 秋田県秋田地域振興局長 小林 栄幸 を甲とし、受注者

○○○○○ 代表取締役 ○○○○○ を乙として、次のとおり契約を締結する。

１ 物品名、規格・品質等

物 品 名 規格・品質 購入数量 単位

凍結抑制剤 ２５ｋｇ詰
２５０ 袋

(塩化カルシウム) 袋 入

２ 契 約 金 額 ￥○○○，○○○－

うち取引に係る消費税額

及び地方消費税額 ￥○○，○○○－

３ 納 入 期 限 令和７年１２月５日

４ 納 入 場 所 秋田県秋田市向浜一丁目２番２号

秋田県秋田地域振興局建設部向浜建設機械格納庫

５ 契約保証金 ￥００，０００－（※納付の場合）

秋田県財務規則第１７８条第○号の規定により免除(※免除の場合)

６ 特別契約事項 次のとおり

（納入及び検査）

第１条 乙は、物品を納入しようとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。

２ 甲は、物品が納入された場合、乙の立ち会いのもとに検査を行い、検査に合格したものについ

ては、その引渡しを受けるものとする。

３ 乙は、前項の検査において不合格となった場合は、すみやかにこれを代品と取り替えて再検査

を受けなければならない。この場合においては、前２項の規定を準用する。

４ 乙は、あらかじめ甲の承認を得た場合においては、物品を分納することができる。この場合に

おいては、第１項から第３項までの規定を準用する。

５ 甲は納入物品の検査において、交換させる必要のあるときは、その翌日から再度検査に合格し

た日までの日数を遅滞日数として履行遅滞違約金を徴収する。

この場合において、第５条の規定を準用する。

（危険負担）

第２条 第１条第２項から第４項までの引渡し前に生じた物品についての損害は乙の負担とする。

ただし、甲の責に帰すべき理由による場合は甲の負担とする。

（代金の支払）

第３条 甲は、第１条の検査後において、物品の引渡しを受け、乙から適法な請求書を受理したと

きは、その日から３０日以内に代金を支払うものとする。
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（契約不適合責任）

第４条 乙は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態（以下「契

約不適合」という。）があるときは、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行

の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、甲の指示に

より生じたものであるときは、この限りでは無い。

２ 乙が前項に規定する履行の追完に応じないときは、甲は、相当の期間を定めて履行の追完の催

告をし、その期間内に履行の追完がないときは、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請

求することができる。

３ 前２項の場合において、甲がその契約不適合を知った時から１年以内にその旨を乙に通知しな

いときは、甲は、前２項の請求をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を

知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

（納入期限の延長）

第５条 甲は、次の各号の一に該当すると認めるときは、納入期限を延長することができる。

一 乙が天災その他不可抗力による理由により、納入期限内に契約を履行することができないと

き。

二 乙が自己の責に帰する理由により、納入期限内に契約を履行することができないとき。

２ 前項各号の場合においては、乙は甲に対し遅滞なくその理由を付した書面により、納入期限内

に、その延長を求めなければならない。

３ 納入期限の延長日数は、書面をもって定めるものとする。

（履行遅滞）

第６条 甲が、前条第１項第二号の規定により、納入期限の延長を承認したときは、乙は、規定の

納入期限の翌日から納入の日までの日数（検査に要した日数を除く。）に応じ、次の式により起

算して得た額を違約金として甲に支払わなければならない。

遅滞日数 × ２．５％
遅滞に係る金額 ×

３６５

２ 甲は、甲に帰すべき理由により第３条に定める期間内にその代金を支払わない場合には、前項

による計算により得た額を違約金として乙に支払うものとする。

（権利又は義務の譲渡）

第７条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな

い。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。

（解除）

第８条 甲は、次の各号の一に該当する場合には、この契約を解除することができる。この場合に

おいて、乙は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

一 乙の責めに帰す理由により契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められる

とき。

二 乙がこの契約の条項に違反したとき。

三 乙から契約解除の申し出があったとき。

四 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員をいう。

以下この条において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この条において

「暴力団員」という。）であると認められるとき。

五 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は
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暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

六 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

七 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある

いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

八 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

２ 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は解除相当部分に対する１００分の１０に

相当する額を賠償金として甲に支払わなければならない。この場合において、乙が契約保証金を

納付している場合には、その契約保証金の全部又は一部を賠償金に充てるものとする。

（費用の負担）

第９条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

２ 物品の納入及び検査に要する費用（検査の結果、不合格となった物品の引き取り等に要する費

用を含む。）は、すべて乙が負担する。

（信義則）

第１０条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

（疑義等の決定）

第１１条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定め

るものとする。

令和７年 月 日

甲 契約担当者

秋田県秋田市山王四丁目１番２号

秋田県秋田地域振興局長 小林 栄幸

乙 住 所

商号又は名称

氏 名


